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第１節　豊かな福祉社会の形成
１. 地域福祉
現状と課題
　少子高齢化、核家族化の進行などに伴

い、福祉分野を取り巻く環境は大きく変

化し、また、市民の福祉に対するニーズ

は多様化、複雑化しています。このよう

な中、これまでは、国を中心に担われて

きた社会福祉制度から、市町村を基盤と

した制度へと変わり、さまざまなニーズ

を把握しながら、地域の実情に応じた適

切な支援策を、地域に住む人々が共に助

け合い、支え合う思いやりのある地域福

祉という考えが重要になっています。

　地域福祉の推進にあたっては、「自助・

共助・公助」という役割分担の理解と意

識の改革が課題であり、市民と行政が協

働により進めていくことが不可欠となり

ます。

　本市の地域福祉活動は、社会福祉協議

会と民生委員児童委員が主にその役割を

担い、高齢者や障害者などを対象とした

援護活動が行われています。今後、市民

ニーズに応じた活動を充実させていくた

め、市民の福祉意識の向上を図り、ボラ

ンティア活動へ積極的に参加できる環境

づくりが求められています。

　地域住民、社会福祉事業者及び地域ボ

ランティアなど福祉活動に関わる人たち、

そして行政機関などがそれぞれの役割や

特性を活かしながら地域のつながりを強

め、お互いに支え合えるような地域社会

を形成していく必要があります。

（計画目標）
＊生活困窮者の適正保護強化

施策の方向
○地域福祉活動の拠点である社会福祉協

　議会や福祉ボランティア団体等との連

　携を強化するとともに、その活動を支

　援します。

○老人クラブ、身体障害者協会、母子・

　寡婦福祉会、民生・児童委員会等の活

　動を積極的に支援します。

○生活保護世帯やひとり親世帯、中国帰

　国者等へ世帯の実情に応じた適切な指

　導援助を行い、健康で文化的な最低限

　の生活確保のための、生活保護制度等

　の適切な運用を図ります。

（主な取組み）
■地域福祉活動の支援、意識啓発の推進
■ボランティア・市民活動支援センター
　の機能強化・充実を支援
■福祉スポーツ大会や市民福祉まつり等
　への参加促進
■要保護者やひとり親世帯、中国帰国者
　等に対する相談及び支援体制の充実
■家庭児童相談支援事業の推進

２. 児童福祉の充実と子育て支援の
　推進
現状と課題
　本市における平成１９年度の合計特殊

出生率※１は１.７１と全国平均の１.３１

や県平均の１. ５２を上回ってはいるも

のの年々減少傾向にあり、人口維持の目

安となっている２. ０８を下回って推移

しており、子どもや子育て家庭を取り巻

く環境は、核家族化や都市化の進行によ

る地域や家庭における子育て機能の低下

により、子育て世帯の約４０％が子育て

に関して何らかの不安や悩みを抱えてい
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る状況にあります。

　同時に、女性の社会進出の増大や経済

情勢により、保育所の入所希望も年々増

加しており、延長保育や一時保育のほか、

病児・病後児保育や放課後児童対策など

子育て支援策に対するニーズも多種多様

化しており、仕事と子育ての両立を支援

する取組みと併せて子育て家庭への経済

的負担の軽減が求められています。

　また、国や県と比較してひとり親家庭

も増加傾向にある中、特に母子世帯につ

いては、就労面での課題なども多く、経

済的支援策と自立支援策の充実と推進を

図る必要があります。

　今後は、「子は地域（シマ）の宝」の

考え方のもと、行政をはじめとして、市

民・事業所・関係団体が一体となって、

子育てに関する不安や負担を軽減するこ

とで少子化の進展に歯止めをかけ、地域

全体で子どもや子育て家庭を支える環境

の整備を進めていくことが重要となって

います。

（計画目標）
＊子（18歳未満）を持つ世帯の割合

　（住民基本台帳データ）

　平成 22年度 22.0％→

平成 27年度 25.0％

＊子育てに不安や悩みを抱える家庭の割合

　（次世代育成支援ニーズ調査）

　平成 21年度 40.0％→

平成 27年度 20.0％

施策の方向
　○子育て家庭の多様な保育ニーズに対  

　　応するため、保育所における延長保

　　育、障害児保育、一時保育などの特

　　別保育事業の実施に加え、病児・病

　　後児保育等の多様な保育の提供と放

　　課後児童の健全育成事業の推進に努

　　めます。

　○地域における子育て支援の拠点づく

　　りとして、子育て家庭が気軽に集

　　まって相談や交流、子育てに関する

　　情報提供を行う地域子育て支援セン 

　　ターの内容拡充を図ります。

　○出産祝い金の支給や乳幼児医療費の

　　全額助成を継続し、保育所・幼稚園

　　における多子世帯保育料の軽減など、

　　子育て家庭への経済的負担の軽減に

　　努めます。

　○ひとり親家庭の生活の安定と経済的

　　自立を図るため、関係機関と連携し

　　た各種相談・支援体制を充実します。

（主な取組み）
■特別保育（延長保育、一時（預かり）
　保育、障害児保育等）、病児・病後児
　保育、家庭的保育など各種保育事業の
　実施
■放課後児童クラブ（学童クラブ）施策
　の推進
■地域子育て支援センターの充実
■出産祝い金の支給
■乳幼児医療費の全額助成
■多子世帯保育料軽減事業の実施
■ひとり親家庭医療費の助成や母子生活
　支援施設「ひまわり寮」を通じた自立
　支援や母子家庭自立支援給付金事業の
　活用促進
■父子手当の（継続）支給
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３. 高齢者福祉
現状と課題
　高齢者福祉は、高齢者が長年にわたっ

て社会の進展に寄与してきた方々である

とともに、豊富な知識と経験を有してい

ることから敬愛され、生きがいを持って

健康で安心した生活を送ることができる

よう社会全体で支えていくことが重要と

考えます。

　高齢化の進展とともに介護を必要とす

る高齢者が増加する一方、核家族化の進

展や独り暮らし高齢者世帯の増加など

を背景に介護を必要とする高齢者を社会

全体で支えるため、平成１２年４月に始

まった介護保険制度も１０年が経過しま

した。

　この間、サービスの利用量や事業者数

の大幅な増加などにより、国民の介護に

対する不安を解消するサービスとして確

実に定着しつつあります。しかしながら、

近年のサービス利用量の伸びとともに、

いわゆる「団塊の世代」が高齢期を迎え

ることや、認知症高齢者、独り暮らしの

高齢者の増加といった社会的な要因によ

り、制度そのものへの負担が次第に大き

くなりつつあります。

　こうした課題に対し、高齢者の「自立

支援」と「尊厳の確保」を基本とし、予

防を重視するサービスの拡充や地域ケア

の推進、サービスの質の確保・向上など

多様な取組みが求められています。

（計画目標）
＊老人クラブ会員数

　平成 21年度 4,055 人→

平成 27年度 4,150 人

＊シルバー人材センター会員数

　平成 21年度 400 人→

平成 27年度 450 人

施策の方向
⑴高齢者が地域を支え元気をつなぐまち
　づくり
　○高齢者が、長年の経験で培った知識

　　や技能を生かして積極的に社会参加

　　し、働き、楽しみ、地域活動を行う

　　など、生きがいを持った生活を送れ

　　るよう、活動機会の充実を図り、活

　　力ある高齢期の実現を目指します。

　○鹿児島県の「すこやか長寿社会運動」

　　等と連動し、地域社会の担い手とし

　　て生活づくり、地域づくり、健康づ

　　くりへの主体的参加を促進します。

　○高齢者が生活習慣病を原因とした要

　　医療・要介護状態に陥ることを予防

　　することや、健康寿命※１の延伸及

　　び生活の質の向上を図るために、高

　　齢者の主体的な健康づくりの施策を

　　進めます。

　○高齢者の就業意識の高まりと多様化

　　に対応するための組織の強化を促す

　　とともに、高齢者の生きがいづくり

　　の場や生活の安定確保を目指します。

　○高齢者が気軽に外出し、多様な社会

　　参加の機会を通して生活の質を高め

　　ながら自立することを支援していく

　　ために、介護タクシーの促進や公共

　　交通機関の整備等の促進について関

　　係機関と連携を図っていきます。

（主な取組み）
■社会参加の促進と活動機会の充実
■老人クラブ育成事業
■生活習慣病を原因とした要医療・要介
　護状態に陥ることを防ぐ予防事業
■シルバー人材センターの育成・支援
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⑵支えあいの地域づくり
　○地域包括ケア※１の中核拠点となる

　　地域包括支援センター ※２を中心に

　　関係団体とのネットワークづくりを

　　推進し、各分野からの情報の収集・

　　整理、効果的な提供方法の確立を目

　　指します。

　○地域福祉活動の拠点である社会福祉

　　協議会や福祉ボランティア団体等と

　　の連携を強化するとともに、その活

　　動を支援します。

　○それぞれの地域で高齢者の実態を把

　　握し、地域住民や関係団体などによ

　　る地域見守りネットワークの構築を

　　推進します。

　○高齢者の自立心を損なうことなく生

　　活できるよう支援に努めます。

（主な取組み）
■地域包括支援センターの機能強化
■高齢者関係団体との連携強化
■保健・医療連携の高齢者見守りネット
　ワーク基盤の推進
■軽費老人ホームの適正運営

⑶介護保険制度の円滑な運営
　○介護保険サービスの円滑なサービス

　　提供とともに、介護保険料が高齢者

　　にとって大きな負担とならないよう、

　　また、できるだけ住み慣れた地域で

　　自立できるよう在宅サービスの充実

　　を今後も推進していきます。

　○在宅サービスにおいては、要介護者

　　の状況等を把握し、サービス提供事

　　業者の参入を促し、健全な事業活動

　　が継続されるよう支援・調整を行い、

　　サービス向上を目指します。

　○施設サービスにおいては、要介護者

　　の動向、在宅化の進捗率等の実情を

　　把握し、待機者解消を図るため、広

　　域的な施設の利用を促し、効率的に

　　近隣地域の社会資源の確保を図り、

　　高齢者が尊厳を保って心豊かな暮ら

　　しができるよう支援していきます。

　○地域密着型サービスにおいては、サ

　　ービスの質の確保、運営評価など適

　　正な運営の支援を行っていきます。

（主な取組み）
■在宅サービスの確保に向けた在宅サー
　ビス提供事業者の参入促進及び支援
■施設サービスの確保に向けた近隣町村
　との連携強化
■介護サービスの質的向上のための介護
　技術の向上やケアプラン※３作成の助
　言・指導、及び「地域ケア会議」の定
　期的開催や研修会の開催

⑷介護予防の充実と地域包括ケアの推進
　○高齢者のニーズや状態の変化に応じ

　　て必要なサービスが切れ目なく提供

　　されるために、関係分野が連携して

　　取り組める体制を整備していきます。

　○要介護状態になる恐れのある高齢者

　　を対象に通所又は訪問により、要介

　　護状態になることの予防に努めます。

　○全ての高齢者に対して介護予防に関

　　する知識の普及・啓発や地域におけ

　　る自主的な介護予防活動の育成・支

　　援を実施します。
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　○地域包括支援センターに※１おいて、

　　保健師、社会福祉士、主任ケアマネー

　　ジャー等各職種が相互に連携・協力

　　しながら介護予防ケアマネジメント

　　※２、総合相談及び権利擁護、包括

　　的継続的マネジメント支援の各事業

　　を実施します。

　○地域の実情に応じ、創意工夫を活か

　　した多様な事業に取り組んでいきま

　　す。

　○認知症に対する理解を深めるために

　　正しい情報を普及啓発し、認知症の

　　早期発見や治療へと結びつける窓口

　　を整備するとともに、認知症対策へ

　　の取組みを住民や関係機関と協働で

　　推進します。

（主な取組み）
■介護予防事業の充実
■包括的支援事業の推進
■認知症の早期発見や治療に向けた普及
　・啓発事業の推進

４. 障害者福祉
現状と課題
　近年、措置制度から支援費制度、障害

者自立支援法と、制度が次々と変更して

いくなかで、誰もが住み慣れた地域で、

生きる喜びを感じ、安心と尊厳を持って

暮らせる社会を築いていく必要がありま

す。そのためには、障害者の生活におい

ても当然の権利として、主体性を持って

社会、経済、文化、スポーツなど、あら

ゆる活動に参加できる機会を保障された

社会、また、物理的にも精神的にもバリ

アフリー※３の社会を目指していかなけ

ればなりません。更に、より一層のコミュ

ニケーションの発展を目標とした情報の

バリアフリー化も必要です。

　本市では、障害者を取り巻くさまざ

まな課題に具体的に取り組む指針として

「チャレンジド・プラン奄美」（奄美市障

害者計画・障害福祉計画）を平成１８年

度に策定し、障害者の自立の促進や社会

参加、障害者にやさしいまちづくりを目

指した施策を推進しています。また、平

成１８年度から段階的に施行された障害

者自立支援法は、身体・知的・精神の３

障害共通のサービスの実施、利用者本位

のサービス体系への再編、就労支援の抜

本強化、国の財政負担の明確化、支給決

定の明確化を図ることを目的に制定され

た法律です。現在、障害者自立支援法に

代わる新たな障害者制度が検討されてい

ますが、そうした仕組みを踏まえながら、

障害者が必要なサービスを利用して、地

域でなごやかに暮らせるように、市民一

人ひとりが障害に対する理解を深め、地

域社会の中で支え合うための仕組みづく

りを進めるとともに、障害福祉サービス

の充実や障害者の雇用と就労を促進する

必要があります。

　「ノーマライゼーション※４」 の理念を

具現化していくよう、全ての市民が地域

において、生き生きと自立した生活を送

るために、ともに生き、支え合う社会づ

くりを目指し、「自分らしく輝き、いつ

までも暮らせる地域（まち）づくり」の

実現に向けた施策の推進が求められてい

ます。

※
１
【
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
】

＝
Ｐ
34
参
照
。

※
２
【
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
】

＝
個
々
の
要
援
護
者
の
生
活
状
態
に
あ
わ
せ
て
、

要
援
護
者
の
ニ
ー
ズ
を
明
ら
か
に
し
、
ニ
ー
ズ
に

合
致
す
る
社
会
資
源
に
つ
い
て
の
き
め
細
か
い
ケ

ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
実
際
に

サ
ー
ビ
ス
等
の
社
会
資
源
を
提
供
し
て
い
く
仕
組

み
の
こ
と
。

※
３
【
バ
リ
ア
フ
リ
ー
】

＝
高
齢
者
や
障
害
者
の
活
動
の
場
を
広
げ
、
自
由

な
社
会
参
加
を
可
能
と
す
る
た
め
、
道
路
、
建
物

等
の
段
差
な
ど
生
活
環
境
面
に
お
け
る
物
理
的
な

障
壁
（
バ
リ
ア
）
を
除
去
（
フ
リ
ー
）
す
る
こ
と
。

ま
た
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
に
対
す
る
差
別
や
偏

見
な
ど
心
の
バ
リ
ア
を
除
去
す
る
こ
と
。

※
４
【 

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
】

＝
全
て
の
人
が
、
家
庭
や
地
域
で
共
に
暮
ら
し
、

普
通
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
社
会
を
つ
く

る
と
い
う
考
え
方
。
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（計画目標）
＊就労支援施設数

　平成 21年度 5施設→

平成 27年度 8施設

＊障害者グループホーム

　平成 21年度 2施設→

平成 27年度 5施設

施策の方向
　○一人ひとりのライフステージ※１に

　　応じて、障害の原因となる疾病等の

　　予防、早期発見・治療や事故防止対

　　策を推進するとともに、各種福祉サ

　　ービスの充実を図るなど、生活支援

　　施策の充実を図ります。

　○精神障害者に係る保健・医療・福祉

　　など関連施策の取組みを促進し、社

　　会的入院者の退院・地域定着支援を

　　行います。特に、地域活動支援セン

　　ターの機能強化を図るとともに、地

　　域自立支援協議会の活性化による地

　　域の障害福祉に関するシステムづく

　　りに努めます。

　○障害者が住みなれた家庭や地域の中

　　で、安心して生活できるよう、生活

　　の場の確保及び働く場の確保を行い、

　　障害者の自立を促進します。

　○道路や公共施設等のバリアフリー※

　　２化を推進するとともに、障害の有

　　無にかかわらず、お互いが理解し合

　　い、助け合うやさしさに満ちた風土

　　の醸成を図ることによって、人にや

　　さしいまちづくりの実現を目指しま

　　す。

　○保健所、医療機関など関係機関との

　　連携を図りながら、障害の早期発見

　　に努めるとともに、障害児の早期療

　　育・訓練等の充実を図ります。また、

　　療育の必要な子どもとその家族を支

　　援するため、小学校、幼稚園、保育

　　所等をはじめ、関係機関との連携を

　　図りながら、療育体制の充実に努め

　　ます。

　○障害者の社会参加を促進するため、

　　文化・スポーツ・レクリエーション

　　活動への積極的な参加を促進すると

　　ともに、交流の場やコミュニケーシ

　　ョン機会の提供・充実を図ります。

　○障害者の自立と社会参加を促進する

　　ためには、それを支える「人」の確

　　保や「情報の共有」が重要であり、

　　専門職員の確保や育成、情報提供の

　　充実に努めます。

　○障害者の社会的・経済的自立と社会

　　参画を支援するため、さまざまな学

　　習機会の提供や公共職業安定所等と

　　連携しながら、事業者の理解と協力

　　を求め、障害者の就業機会の拡大及

　　び雇用条件の改善に努めます。

　○全ての市民が、障害者に対する理解

　　を深め、思いやりのある心をもって

　　自主的に福祉のまちづくりに取り組

　　むことができるように、あらゆる機

　　会を通じて障害者や障害福祉に関す

　　る市民の意識の啓発に努めます。

※
１
【
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
】

＝
人
間
の
一
生
に
お
い
て
節
目
と
な
る
出
来
事

（
出
生
、
入
学
、
卒
業
、
就
職
、
結
婚
、
出
産
、
子

育
て
、
退
職
等
）
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
生
活
環

境
の
段
階
の
こ
と
。

※
２
【
バ
リ
ア
フ
リ
ー
】

＝
Ｐ
35
参
照
。
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（主な取組み）
■居宅サービス、日中活動系サービスの
　充実
■地域生活支援事業の充実
■地域移行支援協議会への参画
■地域自立支援協議会の活性化
■ライフステージ※１に応じた安心して
　相談できる場と活動できる場の確保
■日中活動の場やグループホーム等の
　生活施設の設立支援
■バリアフリー※２に配慮した施設整備
　の推進
■情報提供体制の充実
■療育ネットワーク会議の開催、療育
　システムの構築検討
■障害者スポーツ大会、各種イベントへ
　の参加支援
■障害者就業・生活支援センターの設立
　支援と連携体制の確立
■障害の理解を深める啓発、広報活動の
　推進
■各種給付事業及び助成事業の継続実施

第２節　保健・医療の充実
現状と課題
　本市においては、少子高齢化の進行、

生活習慣病の増加、早世、自殺率の増加

や新型インフルエンザの発生などにより、

地域の保健行政に対するニーズが多様化

しています。

　さらに、市民の疾病構造をみると、悪

性新生物、脳卒中、心臓病、高血圧、脂

質異常症※３などの生活習慣病が大部分

を占めていることから、疾病の早期発見

とともに、子どもの頃から正しい生活習

慣を身につけることが重要と言えます。

　また、近年、精神疾患が増えつつあり、

心の健康づくりが大きな課題となってい

ます。これらの疾病とともに医療費全体

が増加し、保険財政を圧迫していること

から、医療費適正化を推進していく必要

があります。

　以上のことから、保健・医療・福祉の

連携を図り、市民ニーズに対応した情報

や健康づくりのための機会提供など、総

合的な施策を進めていくことが求められ

ています。

（計画目標）
＊各種健診（検診）の受診向上

施策の方向
⑴健康づくりの推進
　○妊婦健診の充実や小児医療、周産期

　　医療の充実を図り、母と子の健康づ

　　くり・育児支援対策を推進します。

　○「健康あまみ２１」に基づき、住民

　　の生活習慣の改善への取組みを促進

　　し、特定健診・保健指導等の保健事

　　業等、予防対策を推進します。

※
１
【
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
】

＝
Ｐ
36
参
照
。

※
２
【
バ
リ
ア
フ
リ
ー
】

＝
Ｐ
35
参
照
。

※
３
【
脂
質
異
常
症
】

＝
血
液
中
に
含
ま
れ
る
脂
質
が
過
剰
、
も
し
く
は

不
足
し
て
い
る
状
態
を
指
す
。
平
成
19
年
7
月
に

高
脂
血
症
か
ら
脂
質
異
常
症
に
改
名
さ
れ
た
。
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　○「あまみ長寿・子宝プロジェクト」

　　の事業成果の活用を図り、タラソテ

　　ラピー※１等や長寿食材等の活用を

　　促進します。

　○栄養教室や栄養指導を実施し、生活

　　習慣病の予防と健康づくりの推進に

　　努めます。

　○感染症予防対策の充実と市民への情

　　報提供、周知に努めます。

　○近年増加しつつあるうつ病に関する

　　予防対策を図り、あらゆる年代にお

　　ける心の健康づくりに努めます。

（主な取組み）
■妊婦健診、乳幼児健診、健康教育、
　各種健診、相談事業の充実
■栄養教室、栄養相談、食育の推進
■各種予防接種事業の実施

⑵医療費の適正化に向けて
　○健康意識の向上を図り、重病化の予

　　防に努めます。

　○ジェネリック医薬品※２の普及・促

　　進を図ります。

　○レセプト※３チェック体制の強化な

　　どを図り、適正な国民健康保険の運

　　営に努めます。

（主な取組み）
■若年者への健診の実施及び危険度の
　高い者への健康指導
■ジェネリック医薬品の使用状況等の　
　分析
■レセプト点検に関する研修会への積極
　的な参加
■徴収率の向上による保険財政の健全化

⑶保健・医療・福祉・介護の連携
　○国立療養所奄美和光園の将来構想の

　　今後のあり方について検討します。

　○関係職員の知識の向上を図り、業務

　　の連携に努めます。

（主な取組み）
■定期的な勉強会及び意見交換会の実施
■各分野に関する市民の状況や相談事項
　などの情報の共有化

※
１
【
タ
ラ
ソ
テ
ラ
ピ
ー
】

＝
海
水
、
海
藻
、
海
洋
性
の
気
候
な
ど
を
用
い
て

行
う
海
洋
療
法
。

※
２
【
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
】

＝
後
発
医
薬
品
。
特
許
が
切
れ
た
医
薬
品
を
他
の
製
薬

会
社
が
製
造
或
い
は
供
給
す
る
医
薬
品
の
こ
と
。
こ
れ

に
対
し
て
先
発
の
新
薬
は
、先
発
医
薬
品
と
呼
ば
れ
る
。

開
発
等
コ
ス
ト
の
か
か
っ
た
先
発
医
薬
品
（
新
薬
）
に

比
べ
、
後
発
医
薬
品
は
安
価
で
あ
る
た
め
、
薬
価
代
の

低
減
効
果
に
つ
な
が
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

※
３
【
レ
セ
プ
ト
】

＝
患
者
が
受
け
た
診
療
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
が

保
険
者
（
市
町
村
や
健
康
保
険
組
合
等
）
に
請
求

す
る
医
療
費
の
明
細
書
の
こ
と
。




